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亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

上記の議案を別紙のとおり亀岡市議会会議規則第１４条の規定に

より提出します。 

 

 



 議第３号議案 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を改正する規則を次のように制定するものとする。 

 

亀岡市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

亀岡市議会会議規則（昭和５３年亀岡市議会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

本則中「すべて」を「全て」に改める。 

第５０条第１項中「登壇して」を「演壇又は質問席において」に

改める。 

第６４条を次のように改める。 

（質問の方式及び回数等） 

第６４条 前２条の規定による質問の方式は、質問者の選択により、

一括質問の方式又は一問一答の方式のいずれかとする。 

２ 前項の一括質問方式の質問回数は、同一議員につき３回を超え

ることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この

限りでない。 

３ 質問の終結については、第６０条の規定を準用する。 

 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


